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【様式】 

 

租税特別措置等に係る政策の事前評価書 

1 政策評価の対象とし

た租税特別措置等の

名称 

関西国際空港及び大阪国際空港に係る公共施設等運営権対価の益金認識

についての特例措置の創設 

（国２５）（法人税:義） 

（地２５）（法人住民税、事業税:義） 

【新設・延長・拡充】

2 要望の内容 ・特例措置の対象（支援措置を必要とする制度の概要） 

新関西国際空港株式会社（以下「新関空会社」）が行う関西国際空港（以

下「関空」）及び大阪国際空港（以下「伊丹」）に係る公共施設等運営権

の設定に対する対価について、存続期間にわたって合理的な期間配分方

法で益金認識する。 

3 担当部局 内閣府民間資金等活用事業推進室 

（国土交通省航空局航空ネットワーク部近畿圏・中部圏空港政策室が主要望

部局となる共同要望） 

4 評価実施時期 平成２５年８月 

5 租税特別措置等の

創設年度及び改正

経緯 

― 

 

6 適用又は延長期間  関空・伊丹（以下「両空港」）に係る運営権の設定期間中 

7 必

要

性

等 

① 政策目的

及びその

根拠 

《租税特別措置等により実現しようとする政策目的》 

・公共施設等運営権制度を活用したＰＦＩ事業の早期事業化を実現させ、「今

後１０年間で２～３兆円の公共施設等運営権制度を活用したＰＦＩ事業」の普

及に弾みをつけることで、公的負担の軽減を図りつつ、民間投資も喚起し、

官民連携によるシナジー効果を高め、経済再生や豊かな国民生活に資する

インフラの整備・運営・更新を実現する。 

・関空を運営していた関西国際空港株式会社は、同空港の海上建設によ

り多額の事業費を要したこと等の理由から約１．３兆円もの巨額の負債

を抱え、４千メートル級の滑走路を２本有し、完全２４時間運用という

関空本来の優位性を活かした戦略的な経営や前向きな投資を実行する

ことが困難な状況となっていた。 

・こうしたことから、関空の国際拠点空港としての再生・強化、両空港

の適切かつ有効な活用を通じた関西の航空輸送需要の拡大を目的とし

て、関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理

に関する法律（平成２３年法律第５４号。以下「経営統合法」）に基づ

き、新関空会社の下で、平成２４年７月１日に関空と収益性に優れた伊

丹との経営統合が行われた。 

・上記目的を達成するため、経営統合法では、両空港に係る公共施設等

運営権の設定（以下「コンセッション」）を適時かつ適切な条件で実施

することを新関空会社の責務として定めている。 

・このため、同社は、ＬＣＣ（格安航空会社）の拠点化等による旅客ネ
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ットワークの拡大や貨物ハブ空港戦略等の取組を積極的に進めており、

これにより両空港の事業価値の増大を図り、可能な限り速やかに（早け

れば平成２６年度にも）コンセッションを行うこととしている。 

《政策目的の根拠》 

①関西国際空港及び大阪国際空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に

関する法律（平成二十三年法律第五十四号）（抄） 

（目的）  

第一条 この法律は、関西国際空港及び大阪国際空港（以下「両空港」と

いう。）の一体的かつ効率的な設置及び管理に関する基本方針の策定、

新関西国際空港株式会社の事業の適正な運営を確保するために必要な

措置、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

（平成十一年法律第百十七号。以下「民間資金法」という。）の規定に

より両空港に係る特定事業（民間資金法第二条第二項に規定する特定事

業をいう。以下同じ。）が実施される場合における関係法律の特例その

他の両空港の一体的かつ効率的な設置及び管理に必要な措置を定める

ことにより、関西国際空港の整備に要した費用に係る債務の早期の確実

な返済を図りつつ、関西国際空港の我が国の国際航空輸送網の拠点とな

る空港（以下「国際拠点空港」という。）としての機能の再生及び強化

並びに両空港の適切かつ有効な活用を通じた関西における航空輸送需

要の拡大を図り、もって航空の総合的な発達に資するとともに、我が国

の産業、観光等の国際競争力の強化及び関西における経済の活性化に寄

与することを目的とする。 

 

②日本再興戦略（平成25年6月14日閣議決定）(抜粋) 

国内のインフラ整備・運営を担ってきた公共部門を民間に開放するこ

とは、厳しい財政状況の下での効果的・効率的なインフラ整備・運営を

可能とするとともに、民間企業に大きな市場と国際競争力強化のチャン

スをもたらす。 

○コンセッション方式の対象拡大 

・空港、上下水道、道路を始めとする公共施設について、公共によ

る管理から、民間事業者による経営へと転換することにより、サ

ービスの向上や公共施設を活用した新しい価値を生み出す経営

手法である公共施設等運営権制度（いわゆる「コンセッション」）

の導入を推進する。 

 

③社会資本整備重点計画（平成24年8月31日閣議決定）(抜粋) 

・関西国際空港・大阪国際空港においては、経営統合の効果を最大限に

発揮し、両空港の特性に十分配慮しつつ、利用者ニーズに則した路線

の就航促進を図り、両空港を適切かつ有効に活用することにより、関

西全体の航空輸送需要の拡大を図る。 

・関西国際空港については、大阪国際空港との経営統合の後、貨物ハブ

化等の国際競争力強化に向けた取組を通じて両空港の事業価値の増
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大を図り、早期の事業運営権売却（コンセッション契約）を実現する

。これにより、関西国際空港の整備に要した費用に係る債務の早期の

確実な返済を図り、完全２４時間空港という本来の優位性を活かした

戦略的な経営や前向きな投資を実行することで、関西国際空港を首都

圏空港と並ぶ国際拠点空港として再生・強化する。 

 

④国土交通省成長戦略会議報告書（平成22年5月17日）（抜粋） 

関空について、抜本的にバランスシートを改善し、事業運営の徹底的

な効率化を実現することで、貨物ハブ化、LCC の拠点化に向けた前向き

な投資の実行、競争力・収益力の強化を可能ならしめ、首都圏空港と並

ぶ国際拠点空港として再生する。 

具体的には、関空の事業価値に加え、伊丹(大阪国際空港)の事業価値

や不動産価値も含めてフル活用することとし、持株会社の設立といった

方式により両空港の経営統合を先行させつつ、両空港の事業運営権を一

体で民間にアウトソースする手法を基本に、価値最大化に向けた民間の

経営提案を募集・検討していく。 

 

⑤ＰＰＰ／ＰＦＩの抜本改革に向けたアクションプラン（平成 25 年 6 月 6 日民間資

金等活用事業推進会議決定）（抜粋） 

３ 目標及び具体的取組 

民間と地域の双方にとって魅力的なＰＰＰ／ＰＦＩ事業として、今後１０年間（平

成２５～３４年）で１２兆円規模に及ぶ下記の類型による事業を重点的に推進

することとし、目指す類型ごとの事業規模及びその推進のための具体的取組

は、下記のとおりとする。 

（１）公共施設等運営権制度を活用したＰＦＩ事業：２～３兆円 

公共施設等運営権制度（いわゆる「コンセッション」）は、空港、上下水道、道路

をはじめとする公共施設について、公共による管理から、民間事業者による経

営へと転換とすることにより、サービスの向上や公共施設を活用した新しい価

値を生み出す経営手法である。一定の運営リスクを民間事業者に移転するとと

もに、将来の利用料金収入やコスト縮減等を踏まえた公共施設等運営権対価

を徴収することにより、施設の建設に要した費用等の回収が可能となる。 

本類型の事業を推進するため、以下の取組を推進する。 

＜具体的取組＞ 

○ 空港、上下水道事業における公共施設等運営権制度の積極的導入 

② 政策体系

における政

策目的の

位置付け 

【政策】 

５．経済財政政策の推進 

【施策】  

⑥民間資金等活用事業の推進（ＰＦＩ基本方針含む） 

 

③ 達成目標

及び測定

指標 

《租税特別措置等により達成しようとする目標》 

両空港の事業価値の増大を図り、可能な限り速やかに（早ければ平成２

６年度にも）コンセッション（公共施設等運営権の設定）を行い、負債を

早期かつ確実に返済する。 

《租税特別措置等による達成目標に係る測定指標》 

貸借対照表において、毎年度、負債が確実に返済されること。 
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《政策目的に対する租税特別措置等の達成目標実現による寄与》 

コンセッション対価の適切な活用による関空の整備に要した費用に係る債務

の早期かつ確実な返済により、関空の国際拠点空港としての再生・強化、両

空港の適切かつ有効な活用を通じた関西の航空輸送需要の拡大に寄与す

る。 

8 有

効

性

等 

① 適用数等 ・将来推計 

新関空会社の中期経営計画（平成２４年１０月２６日公表）では、早け

れば平成２６年度にも公共施設等運営権の設定を行うこととしており、こ

れにより、運営権者が新関空会社に支払う対価について、適用されること

が見込まれる。 

② 減収額 ・将来推計 

 ― 

 ※コンセッション対価等が現時点で見通せないため、減収額は不明。 

③ 効果・達成

目標の実

現状況 

《政策目的の実現状況》（分析対象期間：平成２６～３０年度） 

本措置により、公共施設等運営権の設定に係る対価について存続期間に

わたって合理的な期間配分方法で益金認識することで、一括で益金認識さ

れる場合に比べ、新関空会社においてコンセッション対価の適切な活用が

可能となり、関空の整備に要した費用に係る債務の早期かつ確実な返済が

図られることから、関空の国際拠点空港としての再生・強化、両空港の適切

かつ有効な活用を通じた関西の航空輸送需要の拡大が図られる。 

《租税特別措置等による効果・達成目標の実現状況》（分析対象期間：平成２６

～３０年度） 

 本措置により、公共施設等運営権の設定に係る対価について存続期間に

わたって合理的な期間配分方法で益金認識することで、一括で益金認識さ

れる場合に比べ、新関空会社においてコンセッション対価の適切な活用が

可能となることから、関空の整備に要した費用に係る債務の早期かつ確実

な返済が図られる。 

《租税特別措置等が新設、拡充又は延長されなかった場合の影響》（分析対象

期間：平成２６～３０年度） 

公共施設等運営権の設定に係る対価について、合理的な期間配分方法で

はなく、一括で益金認識されることにより、設定当初時の法人税の課税額

が多額に上ることが見込まれることから、新関空会社においてコンセッシ

ョン対価の適切な活用による関空の整備に要した費用に係る債務の早期

かつ確実な返済が難しくなる。 

《税収減を是認するような効果の有無》 

 本措置により、関空の整備に要した費用に係る債務の早期かつ確実な返済

が図られることで、関空の国際拠点空港としての再生・強化、両空港の適切な

活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大が図られ、もって関西におけ

る経済の活性化等に寄与するという効果が見込まれる。 

9 相

当

性 

① 租税特別

措置等に

よるべき妥

当性等 

公共施設等運営権は、管理者（新関空会社）による 

・継続的な支配・管理があること、 

・途中で残存事業期間分に相当する運営権対価の返還義務が生じうること、

という法的性質を有することから、運営権の対価についても、受取時に一括で

益金認識するのではなく、存続期間にわたり合理的な期間配分方法により益

金認識することが合理的であり妥当である。 

② 他の支援

措置や義

務付け等

との役割

政府保証債等の予算上の措置は、主に資金調達の際の信用力の補完等を

目的とするものである。 

一方、本措置は多額の債務の早期かつ確実な返済を目的とするものである
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分担 ため、役割分担がなされている。 

③ 地方公共

団体が協

力する相

当性 

本措置により、関空の整備に要した費用に係る債務の早期かつ確実な返済

が図られることで、関空の整備に要した費用に係る債務の早期かつ確実な返

済が図られることで、関空の国際拠点空港としての再生・強化、両空港の適切

な活用を通じた関西における航空輸送需要の拡大が図られ、もって関西にお

ける経済の活性化等に寄与するという効果が見込まれることから、地方公共団

体が協力する相当性がある。 

10 有識者の見解 ― 

11 前回の事前評価又

は事後評価の実施

時期 

― 

 


